
金融関連分野における個人情報保護に関するガイドラインの一部改正（案）に対する意見募集手続の結果について（概要） 

１．実施期間 

・ 「金融分野における個人情報保護に関するガイドライン」及び「金融分野における個人情報保護に関するガイドラインの安全管理措置等

についての実務指針」の一部改正（案）：令和３年 12 月 22 日～令和４年１月 21 日

※「金融分野における個人情報保護に関するガイドライン」の一部改正（案）に関しては、銀行法の施行規則等の一部改正に伴う同ガイドラインの一部

改正に対する意見募集手続を別途実施：令和４年１月 27 日～同年２月３日

・ 「信用分野における個人情報保護に関するガイドライン」の一部改正（案）：令和３年 12 月 22 日～令和４年１月 21 日

・ 「債権管理回収業分野における個人情報保護に関するガイドライン」の一部改正（案）：令和３年 12 月 22 日～令和４年１月 24 日

２．意見提出者及び提出意見数 

・ 「金融分野における個人情報保護に関するガイドライン」及び「金融分野における個人情報保護に関するガイドラインの安全管理措置等に

ついての実務指針」の一部改正（案）：39 者、113 件

※「金融分野における個人情報保護に関するガイドライン」の一部改正（案）等が、令和４年１月 27 日～同年２月３日に意見募集手続を行った際の、同

ガイドラインに対する意見（12 者、22 件）を含む。なお、12 者のうち一部の者は、令和３年 12 月 22 日に開始した意見募集手続においても意見を提出

している。

・ 「信用分野における個人情報保護に関するガイドライン」の一部改正（案）：３者、10 件

・ 「債権管理回収業分野における個人情報保護に関するガイドライン」の一部改正（案）：０者、０件

○団体・事業者：18 者

○個人（匿名含む）：24 者

意見提出者 

○提出意見数が多かった項目

・ 安全管理措置（金融分野における個人情報保護に関するガイドライン第８条関係） 10 件 

・ 個人データの漏えい等の報告等（同ガイドライン第 11 条関係） 33 件 

・ 外国にある第三者への提供の制限（同ガイドライン第 13 条関係） 22 件 

・ 個人関連情報の第三者提供の制限等（同ガイドライン第 14 条関係） 10 件 

提出意見数 
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